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Ⅰ 総論 

 

 

第１章 計画策定について 

１ 計画策定の背景と趣旨 

大阪市では、住み慣れた地域で生活するすべての高齢者が、生きがいを持って安心して

生活できる環境を実現するために「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策

定し、総合的かつ効果的に高齢者施策を推進しています。 

2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上の前期高齢者となり、現役世代が急減して社

会保障を支える担い手不足が深刻になることに加え、85歳以上人口の急速な増加により、

要介護認定率の高まりや認知症高齢者の一層の増加が見込まれます。 

そのため、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、介護人材の確保や介護現場の生

産性の向上をすすめるなどの具体的な方策を定めることが重要となっています。また、高

齢者の単身世帯や85歳以上人口が増加する中で、医療と介護の双方のサービス需要がさら

に増加し、多様化していくことが想定され、医療・介護連携の必要性もさらに高まってい

ます。 

２ 計画の期間 

「第９期大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（本計画）」は、2024(令和６)

年度から 2026(令和８)年度までの３年間を計画期間としています。 

なお、高齢者の生活実態・意向や社会情勢の変化に対応するため、各期の計画は３か年ご

とに見直し、策定するものとしています。  

Ｈ27
(2015)

Ｈ28
(2016)

Ｈ29
(2017)

Ｈ30
(2018)

Ｒ元
(2019)

Ｒ２
(2020)

Ｒ３
(2021)

Ｒ４
(2022)

Ｒ５
(2023)

Ｒ６
(2024)

Ｒ７
(2025)

Ｒ８
(2026)

Ｒ９
(2027)

Ｒ10
(2028)

Ｒ11
(2029)

第６期計画

第９期計画

（本計画）第８期計画

2025(Ｒ７)年までの中長期的な見通し

「団塊の世代」

が65歳に

「団塊の世代」

が75歳に

第７期計画 第10期計画
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第20条の８及び介護保険法第117条の規定に基づき、「高齢者保

健福祉計画」（法律上は「老人福祉計画」）と「介護保険事業計画」を一体のものとして策定

することで、介護保険及び福祉サービスを総合的に展開することをめざしています。 

 

① 高齢者保健福祉計画 

高齢者等の健康づくり、生きがいづくり、ひとり暮らし高齢者の生活支援等を通して、

自立と社会参加を促す高齢者保健・福祉事業全般にわたる供給体制を確保し、総合的な

サービス水準の向上を図ります。 

 

② 介護保険事業計画 

地域の実情に応じた介護サービスや自立した生活を支援する事業の内容と量を的確に

把握し、介護等を必要とする人が尊厳を保持し、可能な限り自立した生活を営むことが

できるよう、利用者本位の介護サービスを総合的かつ効率的に提供する体制を整備し、

介護保険事業の円滑な推進を図ります。 

 

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

保健・福祉施策及び介護保険事業、並びにそれ以外の高齢者に係る施策も包含した高齢

者施策の総合的な計画として策定。 

 

 

 

 

 

 
 ※高齢者に関わる様々な計画との整合性を図る。 

高齢者保健福祉計画 

高齢者保健・福祉事業全般にわたる 

供給体制を確保し、総合的なサービス 

水準の向上を図る。 

介護保険事業計画 

利用者本位の介護サービスを総合的かつ効率

的に提供する体制を整備し、介護保険事業の円滑

な推進を図る。 
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本計画の策定にあたっては、「大阪府高齢者計画」との整合性を確保するとともに、高齢

者に関わる様々な計画との整合性も確保しています。 

とりわけ、「大阪市地域福祉基本計画」は、高齢者、障がいのある人、子ども、生活困窮

者等の対象者ごとの福祉施策や、その他の生活関連分野の施策が連携しながら、市民の地

域生活を支援することで、だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくりをめ

ざす計画であることから、「大阪市地域福祉基本計画」の理念をベースとして、「地域共生

社会」の実現に向けて、「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」

とも連携しながら、高齢者の地域生活を支援します。 

 

【参考】地域福祉基本計画から見た他の計画等の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画は、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えるため、第８

次「大阪府医療計画（大阪市二次医療圏）（2024(令和６)年度～」と整合を図り、医療と

介護の連携強化のため必要な取組みを推進していくことが求められます。 

 

第８期計画の取組みや方向性を承継し、目標年度となる2026(令和８)年の高齢者介護の

あるべき姿を念頭に置きながら、高齢者及びその家族の実態と意向を反映するとともに、

地域の実情を踏まえ、地域にふさわしいサービス提供体制の実現をめざして策定していま

す。 
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４ 策定体制 

 

大阪市では、高齢者施策に主体的に取り組み、その一層の推進を図るための全庁的な組

織として、福祉局長を委員長とする「大阪市高齢者施策連絡会議」を設置し、高齢者を支援

する施策を総合的かつ円滑に推進するための体制整備を図っています。 

本計画の策定にあたっては、高齢者とその家族等のニーズを的確に把握し、計画策定の

基礎資料とするため、2022(令和４)年度に「高齢者実態調査」及び「介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査」を実施したほか、地域ケア会議から見えてきた全市的な課題の把握に努

めてきました。 

また、国等の指針に基づき、「大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会」の委員の意

見などを踏まえながら検討を行うとともに、本計画の素案について、広く市民の意見を求

めるために、パブリックコメントを実施し、いただいた意見を適宜反映したうえで、計画

を策定しました。 

なお、計画の策定にあたっては関連する他の計画との整合性を図りつつ、大阪府等の関

連する機関とも連携を図っています。 
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５ 国や大阪市における取組みの経過 

 

（１）国における取組みの経過 

2000(平成12)年にスタートした介護保険制度は、2005(平成17)年の見直しで、地域

包括支援センターや地域密着型サービスが創設されるとともに、介護予防を重視し、予防

給付や地域支援事業が導入されるなど、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組みが

始まりました。 

また、2011(平成23)年の見直しでは、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活

を支える仕組みとして、24時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や、複合型

サービスといわれる「看護小規模多機能型居宅介護」といった新しい地域密着型サービス

が導入されました。 

2014(平成26)年の見直しでは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、在

宅医療・介護連携や認知症施策の推進など地域支援事業の充実が行われました。あわせて、

全国一律の予防給付の訪問介護、通所介護について、市町村が独自に取り組む地域支援事

業に移行し、地域特性に応じて多様化することとされました。また、特別養護老人ホーム

について、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化が図られました。 

2017(平成29)年には、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可

能性の確保のための高齢者の「自立支援」と要介護状態の「重度化防止」に向けた取組みの

推進、医療及び介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進などの見直

しが行われました。 

2020(令和2)年の見直しでは、地域共生社会の実現と2040(令和22)年への備えとして、

介護予防・地域づくりの推進や「共生」・「予防」を両輪とする認知症施策の総合的推進、地

域包括システムの推進、介護現場の革新などに取り組むこととされました。 

2023(令和5)年には、急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑

み、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が公布され、認知症の人が尊厳を保

持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進す

ることとされました。 

2023(令和5)年の見直しでは、今後のサービス需要や給付費の増加、生産年齢人口の急

減に対応するため、地域ニーズに対応したサービス等基盤の整備や、地域共生社会の実現、

介護人材の確保、保険制度の持続可能性の確保に向けた給付と負担の見直し等が図られる

予定です。 

  
R5.7.10 の社会保障審議会介護保険部

会等の資料を基に記載していますが、

今後の介護保険制度の改正の内容によ

り、必要に応じて修正します。 
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（２）大阪市の取組みの経過 

大阪市では、2015(平成27)年３月に策定した第６期計画を、2025(令和７)年に向けた

中長期的な「地域包括ケア計画」のスタートとして位置づけ、「高齢者の地域包括ケアの推

進体制の構築」、「認知症の人への支援と高齢者の権利擁護施策の推進」、「介護予防と市民

による自主的活動への支援」、「地域包括ケアに向けたサービスの充実」、「高齢者の多様な

住まい方の支援」といった取組みを重点的に進めてきました。 

2018(平成30)年３月に策定した第７期計画では、第６期計画の重点的な施策に引き続

き取組み、高齢者の「自立支援」と要介護状態の「重度化防止」を図るとともに、介護保険

制度の持続可能性の確保や、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた様々な取組みを

進めてきました。 

2021(令和３)年３月に策定した第８期計画では、第７期計画の重点的な施策に引き続き

取り組むことを基本に、“地域共生社会の実現”と“2040年への備え”という観点から、

国が示す「介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）」、「「共生」・「予防」を両輪とす

る認知症施策の総合的推進」、「地域包括ケアシステムの推進」、「介護現場の革新（人材確

保・生産性の向上）」など、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向け取組みを進

めてきました。 

 
高齢者に関連する計画の策定経過 
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高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）
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高齢者保健福祉計画

改訂版

新・高齢者保健福祉推進十か年戦略（新ゴールドプラン）

ゴールドプラン21

高齢者保健福祉計画

介護保険事業計画　 (第1期)
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第２章 大阪市の高齢者を取り巻く状況 

１ 人口構造 

（１）人口の推移と推計 

国勢調査による大阪市の人口は、2020(令和２)年に275万2,412人となっています。

国立社会保障・人口問題研究所の平成29年推計によると、５年単位での将来人口は、2020

（令和２）年をピークに減少し続けると予測されています。 

全国や大阪府の総人口は、2010(平成22)年がピークで、今後も減少傾向で推移すると

見込まれています。 

  

人口の推移（全国・大阪府・大阪市） 

 

資料：総務省「国勢調査」 

※令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計） 

 

 

総人口の推移・推計（全国・大阪府・大阪市） 

 2000(Ｈ12) 2005(Ｈ17) 2010(Ｈ22) 2015(Ｈ27) 2020(R2) 

全国 126,925,843  127,767,994  128,057,352  127,094,745  126,146,099  

大阪府 8,805,081  8,817,166  8,865,245  8,839,469  8,837 ,685  

大阪市 2,598,774 2,628,811 2,665,314  2,691,185  2,752,412  

 2025(R7) 2030(R12) 2035(R17) 2040(R22) 2045(R27) 

全国 123,262,000  120,116,000  116,639,000  112,837,000  108,801,000  

大阪府 8,526,202  8,262,029  7,962,983  7,649,229  7,335,352  

大阪市 2,663,262 2,618,759 2,559,542 2,488,747 2,410,820 

 

資料：総務省「国勢調査」 

※令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計） 
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2045
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（全国：万人） （大阪府・大阪市：万人）

全 国

大阪府

大阪市

実績値 推計値 
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31 30 29 27 26 25 24 23

173

171 169 169 165

157
146 138

60 68 68 70 71 74 79 81

264 269 265 266 262 256 249 241

22.7

25.3 25.5
26.3

27.1

29.0

31.8
33.4

20%

25%

30%

35%

40%

0
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平成22年

(2010年)

平成27年

(2015年)

令和2年

(2020年)

令和7年

(2025年)

令和12年

(2030年)

令和17年

(2035年)

令和22年

(2040年)

令和27年

(2045年)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

（万人）

682 677 
700 711 

742 
791 805 

358 
318 

273 281 
329 

375 360 

237 247 
283 262 
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271 

25.3% 25.5% 26.3% 27.1%
29.0%
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33.4%
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2030
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(令和17)年

2040

(令和22)年

2045

(令和27)年

65歳以上

65～74歳
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85歳以上

高齢化率

（千人）

(237) (247) (283) (262)
(218) (229)

(271)

(87)
(111)

(145) (168)
(195) (188)

(174)324 
359 
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445 

大阪市の年齢３区分別人口をみると、高齢者人口は今後も大幅な増加が予測されます。

高齢化率についても、2025(令和７)年に26.3％、2040(令和22)年に31.8％と上昇する

ことが見込まれます。 

また、高齢者の内訳をみると、前期高齢者数（65歳～74歳）を後期高齢者数（75歳以

上人口）が上回る局面に突入しています。 
 

大阪市・年齢３区分別人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：総務省「国勢調査」 ※総数は年齢「不詳」を含むため内訳とは一致しないことがある。 

※令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計） 

 

 
大阪市の将来推計人口（高齢者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省「国勢調査」※本図表での高齢化率は、総数に対する割合。 

※総数は年齢「不詳」を含むため内訳とは一致しないことがある。 

※令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計） 

実績値 推計値 

実績値 推計値 
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２ 世帯構成 

（１）65歳以上世帯員のいる世帯の状況 

65歳以上世帯員のいる一般世帯を家族類型ごとにみると、単独世帯は大幅な増加傾向で

推移しています。2020(令和２)年の単独世帯は213,260世帯となっており、2005(平成

17）年から伸びをみると約1.5倍の増加となっています。 
 

世帯の家族類型別65歳以上親族のいる一般世帯数の推移 

 

世帯の家族類型 

65歳以上世帯員のいる一般世帯数） 

（世 帯） 

割   合 

(％) 

2005 

(平成17)年 

2010 

(平成22)年 

2015 

(平成27)年 

2020 

(令和2)年 

2005 

(平成17)年 

2010 

(平成22)年 

2015 

(平成27)年 

2020 

(令和2)年 

65歳以上世帯員のいる 

一般世帯数  1） 
382,415 430,548 474,420 473,892 

100.0  

(31.8) 

100.0 

(32.9) 

100.0  

(35.1) 

100.0  

(32.4) 

A 親族のみの世帯  2） 236,271 249,473 261,082 256,192 61.8 57.9 55.0 54.1 

ア 核家族世帯 

  a うち夫婦のみの世帯 

イ その他の親族世帯 

187,485 

104,145 

48,786 

205,590 

110,001 

43,883 

223,138 

116,903 

37,944 

225,065 

118,921 

31,134 

49.0 

27.2 

12.8 

47.8 

25.5 

10.2 

47.0 

24.6 

8.0 

47.5 

25.1 

6.6 

B 非親族を含む世帯  3） 1,371 4,153 12,268 4,433 0.4 1.0 2.6 2.6 

C 単独世帯 144,773 176,922 201,070 213,260 37.9 41.1 42.4 45.0 

 1） 2005(平成17)年以前は「65歳以上親族のいる一般世帯数」 

2） 2010(平成22)年調査にて「親族のみ世帯」に変更。2005(平成17)年調査以前は「親族世帯」 

3） 2010(平成22)年調査にて「非親族を含む世帯」に変更。2005(平成17)年調査以前は「非親族世帯」 

※（ ）内の数値は、一般世帯に占める65歳以上世帯員のいる一般世帯の割合 

 

大阪市の65歳以上世帯員のいる一般世帯の状況をみると、単独世帯の割合が上昇傾向で

推移しており、2020(令和２)年に45.0％となっています。単独世帯の割合は全国や他都

市に比べて非常に高くなっています。 
65 歳以上の世帯状況の推移 

 
資料：国勢調査 
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65 歳以上の世帯状況（2020(令和２)年）【都市比較】 

 

 
資料：国勢調査 
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３ 第１号被保険者（65歳以上高齢者）の状況 

（１）第１号被保険者の推移と推計 

大阪市の第１号被保険者数の状況をみると、2019(平成31)年の68万6,968人から

2023(令和３)年３月末に67万7,186人と減少し、1.4％減となっています。全国の同期

間では1.7％増となっています。また、前期高齢者数は、大阪市は全国と同様、2022(令和

４)年に減少に転じています。 

第１号被保険者数の状況 

大阪市 2019(平成31)年 2020(令和２)年 2021(令和３)年 2022(令和４)年 2023(令和５)年 

65～74歳 
330,288人
（48.1%） 

326,359人 
(47.5%) 

326,497人
（47.5%） 

317,824人
（46.6%） 

299,648人 
(44.3%) 

75～84歳 
252,836人 

(36.8%) 
252,021人 

(36.6%) 
244,560人 

(35.6%) 
244,320人 

(35.8%) 
253,465人 

(37.4%) 

85歳以上 
103,844人 
（15.1%） 

109,293人 
(15.9%) 

115,736人 
（16.9%） 

119,918人 
（17.6%） 

123,754人 
(18.3%) 

計 686,968人
（100.0%） 

687,673人
（100.0%） 

686,793人
（100.0%） 

682,062人
（100.0%） 

676,867人
（100.0%） 

2019(平成31)年３月末 
を100とする指数 

100.0 100.1 100.0 99.3 98.6 
      

（参考） 
大阪市高齢化率
（各年１０月１日現在）  

25.3% 25.2% 25.3% 25.3% 25.2% 

      

全国 2019(平成31)年 2020(令和２)年 2021(令和３)年 2022(令和４)年 2023(令和５)年 

65～74歳 
（※1） 

1,729.6万人 
（49.1%） 

1,725.5万人 
(48.5%) 

1,746.2万人
（48.8%） 

1,715.3万人 
（47.8%） 

1,636.0万人 
(45.6%) 

75～84歳 
（※1） 

1,225.8万人 
（34.8%） 

1,236.9万人 
(34.8%) 

1,.212.7万人
（33.9%） 

1,234.3万人 
（34.4%） 

1,293.9万人 
(36.1%) 

85歳以上 
（※1） 

569.8万人 
（16.1%） 

592.1万人 
（16.7%） 

619.9万人 
（17.3%） 

639.2万人 
（17.8%） 

654.7万人 
（18.3%） 

計 
3,525.2万人
（100.0%） 

3,554.5万人
（100.0%） 

3,578.8万人
（100.0%） 

3,588.8万人 
（100.0%） 

3,584.6万人
（100.0%） 

2019(平成31)年３月末 
を100とする指数 

100.0 100.8 101.5 101.8 101.7 

資料：介護保険事業状況報告（各年３月末）※2022（令和４）年、2023（令和５）年は３月月報 

大阪市高齢化率は住民基本台帳人口から算出（各年３月末） 

※１ 全国の数値は、千人未満を四捨五入しているため、計に一致しない。 

 

第１号被保険者の推移と推計 

 
資料：大阪市福祉局 
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（２）要介護認定者の推移と推計 

本市の要介護認定者数は増加傾向を経て、近年は横ばいとなっています。認定率は、大

阪市においても全国的にも年々上昇しています。また、大阪市の認定率は、全国や大阪府

の値を大きく上回っています。 

 

要介護（要支援）認定者数の状況 

大阪市 2019(令和元)年 2020(令和２)年 2021(令和３)年 2022(令和４)年 2023(令和５)年 

要介護（要支援）認定者数 176,330人 177,042人 183,196人 183,037人 184,570人 

 第１号被保険者数 173,363人 174,120人 180,048人 179,936人 181,416人 

 第２号被保険者数 2,967人 2,922人 3,148人 3,101人 3,154人 

認定率  25.2% 25.3% 26.21% 26.4% 26.8% 
  

全国 2019(令和元)年 2020(令和２)年 2021(令和３)年 2022(令和４)年 2023(令和５)年 

要介護（要支援）認定者数 658.2万人 668.6万人 681.8万人 689.6万人 694.4万人 

 第１号被保険者数 645.3万人 655.8万人 668.9万人 676.6万人 681.4万人 

 第２号被保険者数 13.0万人 12.8万人 13.0万人 13.0万人 13.0万人 

認定率  18.3% 18.5% 18.7% 18.9% 19.2% 

資料：介護保険事業状況報告（各年３月末） 

 

介護度別・要介護（要支援）認定者数の推移（大阪市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：大阪市福祉局 （各年３月末） 

 

大阪市・全国の要介護度別認定率の状況 

  
要支援 

1～２ 

要支援

１ 

要支援

２ 

要介護 

1～５ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 

大阪市 8.4% 5.0% 3.4% 18.4% 4.2% 4.4% 3.4% 3.7% 2.7% 

全 国 5.4% 2.7% 2.6% 13.8% 4.0% 3.2% 2.5% 2.4% 1.6% 

資料：大阪市福祉局（2023(令和５)年３月末） 
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（３）認知症高齢者等の推移 

要介護認定における「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の方については、

2019(平成31)年の75,425人から2023(令和５)年の85,993人に増加しています。また、

長寿化の影響に伴い、有病率の高い85歳以上の人口が増加していることから認知症高齢者

数が増加しています。 

なお、大阪市の2023(令和５)年４月１日現在における高齢者人口（第１号被保険者数）

は約68万人であり、国研究事業による「数学モデルにより算出された2012年の性・年齢

階級別認知症有病率」を用いて算出すると、大阪市の認知症高齢者数は12万人強であると

推計されることから、大阪市には、認知症であるが要介護認定を受けていない高齢者が数

多く存在し得ることが推定されます。 

認知症高齢者数と第１号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：大阪市福祉局 

 

年齢階級別の認知症有病率について 

 

 
資料：日本医療研究開発機構 認知症研究開発事業「健康長寿社会の実現をめざした大規模認知症コホー

ト研究」悉皆調査を行った福岡県久山町、石川県中島町、愛媛県中山町における認知症有病率調査

結果（解析対象 5,073 人） 

研究代表者 二宮利治（九州大学大学院）提供のデータより作図 
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４ 区別の状況 

（1）各区の第 1号被保険者の状況 

各区の要介護（要支援）認定率は、西成区が33.3％と最も高く、西区が19.8％と最も低く

なっています。また、単身世帯の要介護（要支援）認定率は、大阪市全体で37.3％となってお

り、その他の世帯の約２倍となっており、各区においても、同様の傾向が見られます。単身世

帯率が68.1％と特に高い西成区は、要介護（要支援）認定率も33.3％と最も高くなっていま

す。 

要介護（要支援）認定率と単身世帯率（65歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：大阪市福祉局（2020(令和２)年３月31日現在） 

 

第１号被保険者の状況  

  被保険者数 
要介護（要支援） 
認定者数 

要介護(要支援) 
認定率 

単身世帯率 
（65歳以上） 

単身世帯の要介護
(要支援)認定率 

その他世帯の要介
護(要支援)認定率 

大阪市 687,673人 174,120人 25.3% 42.4% 37.3% 18.0% 

北区 24,378人 5,287人 21.7% 43.3% 30.8% 15.7% 

都島区 25,682人 5,773人 22.5% 38.6% 33.6% 16.1% 

福島区 14,999人 3,306人 22.0% 36.3% 33.0% 16.5% 

此花区 18,139人 4,161人 22.9% 36.9% 33.5% 17.2% 

中央区 16,330人 3,521人 21.6% 47.7% 29.1% 16.4% 

西区 15,927人 3,158人 19.8% 38.6% 29.6% 14.1% 

港区 22,040人 5,220人 23.7% 39.7% 35.3% 17.2% 

大正区 20,353人 4,945人 24.3% 38.3% 35.6% 17.8% 

天王寺区 15,429人 3,628人 23.5% 40.0% 34.3% 17.3% 

浪速区 12,576人 3,389人 26.9% 55.9% 35.9% 18.6% 

西淀川区 24,538人 5,624人 22.9% 37.3% 36.3% 16.1% 

淀川区 41,311人 9,385人 22.7% 42.5% 32.1% 16.9% 

東淀川区 42,545人 11,013人 25.9% 42.1% 37.3% 19.1% 

東成区 21,063人 5,304人 25.2% 39.0% 37.9% 17.8% 

生野区 37,942人 10,962人 28.9% 45.7% 43.8% 19.1% 

旭区 26,863人 7,094人 26.4% 38.7% 39.5% 19.0% 

城東区 43,405人 10,027人 23.1% 38.1% 35.4% 16.5% 

鶴見区 25,373人 6,078人 24.0% 32.5% 38.1% 17.9% 

阿倍野区 27,942人 7,103人 25.4% 40.5% 37.9% 18.3% 

住之江区 36,709人 8,876人 24.2% 39.0% 37.4% 17.3% 

住吉区 42,279人 11,785人 27.9% 41.5% 40.3% 20.4% 

東住吉区 37,322人 10,603人 28.4% 40.1% 43.2% 19.9% 

平野区 54,729人 14,642人 26.8% 39.5% 40.3% 19.6% 

西成区 39,799人 13,236人 33.3% 68.1% 41.0% 21.9% 

 資料：単身世帯率は2015(平成27)年国勢調査より算出 
その他の数値は、大阪市福祉局（2020(令和２)年３月末） 
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（２）高齢者人口の将来推計 

2025(令和７)年における高齢者の人口は平野区で最も多く、高齢化率は西成区、大正区、

生野区の順に高くなると見込まれています。 

2040(令和22)年における高齢者の人口も平野区で最も多く、高齢化率は大正区、住之

江区、西成区の順に高くなると見込まれています。 

 

将来人口推計（2025(令和７)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

将来人口推計（2040(令和22)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：大阪市政策企画室 
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５ 第８期計画の重点的な課題と取組みに関する進捗状況等 

第８期計画では、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025(令和７)年に向け、地域包括

ケアシステムの深化・推進を図るため、大阪市の高齢化の現状と高齢者の実態を踏まえ、「高

齢者の地域包括ケアの推進体制の充実」、「認知症施策の推進」、「介護予防・健康づくりの充

実・推進」、「地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実」、「高齢者の多様な住まい方の支

援」の５点の重点的課題に向けた取組みを推進してきました。 

2020(令和２)年以降は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながらも、可

能な限り感染拡大防止に留意しながら、各事業等の実施に取り組んできたところです。 

第８期計画の重点的な取組みの進捗等については次のとおりです。 

(※)…第８期計画において、自立支援、重度化防止等に係る取組みとしたもの 

 

 

（１）高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実 

①在宅医療・介護連携の推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

在宅医療・介護連携推進会議

において現状分析を行い、抽

出された課題をもとに対応策

を検討。(※) 

主体的に会議を開催し、対応

策を検討、具体化する区役所

数：24区 

主体的に会議を開催し、対応

策を検討、具体化した区役所

数：18区 

 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き、地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護

連携の現状を把握・共有のうえ、課題抽出、対応策を検討する。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

「在宅医療・介護連携相談支

援室」に専任の在宅医療・介

護連携支援コーディネーター

を配置し、医療・介護関係者

等からの相談を受けるととも

に、連絡調整・情報提供等の

支援を行い、多職種間の円滑

な相互理解や情報共有を図

る。(※) 

地域の医療・介護に関する会

議に参画する区役所数：24区 

地域の医療・介護に関する会

議に参画する区役所数：24区 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き、地域の医療・介護に関する会議に参画し、情報収集及び関係者等と

の共有を図る。 

 

 

  

令和４年度に内容を修正

し、全体の書きぶりを統一 
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具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

「在宅医療・介護連携相談支

援室」において、切れ目のな

い在宅医療・介護の提供体制

の構築を図る。(※) 

地域の実情に応じた切れ目の

ない在宅医療・介護のサービ

ス提供体制のニーズ・あり方

について検討、具体化する区

役所数：24区 

地域の実情に応じた切れ目の

ない在宅医療・介護のサービ

ス提供体制のニーズ・あり方

について検討、具体化した区

役所数：22区 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き、切れ目のない在宅医療・介護サービスの提供体制の検討を図るとと

もに、具体化に向けた取り組みを進める。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

医療・介護関係者等や関係機

関との「顔の見える関係」を

構築するため、「在宅医療・介

護連携の推進」という同じ目

的を共有できる研修を行い多

職種連携の推進を進める。

(※) 

医療・介護関係者が参加する

「多職種研修会」等を開催す

る区役所数：24区 

医療・介護関係者が参加する

「多職種研修会」等を開催し

た区役所数：17区 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き、地域における多職種間の連携強化のため研修会を開催する。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

在宅での療養が必要となった

時適切にサービスを選択でき

るよう、地域住民が在宅医療

や介護について理解を深める

ことが重要であるため、普及・

啓発の取組みを進める。(※) 

在宅医療や介護に関する理解

促進のため、区民講演会の開

催や広報紙・ホームページ等

で普及・啓発を実施する区役

所数：24区。 

区民講演会の開催や広報紙

等・ホームページ等で普及啓

発を実施した区役所：23区 

【課題等と対応策】 

今後も、地域住民に対して在宅医療や介護に関する理解促進のための普及啓発に取り組

む。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

医療・介護関係者等が連携時

に必要な情報を共有できるよ

う、情報共有ツールの活用を

支援し、促進に努める。(※) 

地域で充実又は作成するべき

情報共有ツールを検討する区

役所数：24区 

地域で充実又は作成するべき

情報共有ツールを検討した区

役所数：20区 

【課題等と対応策】 

今後も、医療・介護の関係者が情報共有するためのツール等の検討を行うとともに、導

入や利用促進に向けて取り組む。 
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具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

ＰＤＣＡサイクルに沿って地

域実情に応じた柔軟な取組み

を進めることで、切れ目のな

い在宅医療と介護の提供体制

の構築を進める。(※) 

課題への対応策が具体化さ

れ、実施・評価・改善をＰＤＣ

Ａサイクルに沿って実施する

区役所数：24区 

PDCA サイクルに沿って課

題対応を実施した区役所数：

20区 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に向けて、関係機関等

と連携しながら、PDCA サイクルを意識した事業実施の推進を図る。 

 

②地域包括支援センターの運営の充実（地域ケア会議の推進） 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

地域包括支援センター運営協

議会において地域包括支援セ

ンターの事業評価を行い、そ

の結果に基づいた助言・支援

を行うとともに、必要な研修

等の実施を通じて、地域包括

支援センターの資質の向上を

図る。 

事業評価指標の基準を満たす

地域包括支援センター数：66

包括 

 

 

・事業評価指標（包括） 

指標達成：53包括(80％) 

・応用評価指標 

指標達成：66包括（100％） 

・事業評価指標（認知症強化型） 

指標達成：23包括(96％) 

【課題等と対応策】 

長寿化に伴う医療・介護ニーズの増大や高齢者を取り巻く課題の複雑化・多様化もあ

り、地域包括支援センターへ寄せられる相談件数の増加や相談内容の複雑化が見られ

る。高齢者のニーズに応じた相談支援体制の充実を図るため、引き続き、評価結果に基

づいた助言・支援及び研修等の実施通じて、地域包括支援センターの資質の向上に取り

組む。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

地域で活動する介護支援専門

員が自立支援・重度化防止等

に資するケアマネジメントを

推進できるよう、地域ケア会

議の推進に取り組む。(※) 

自立支援等に資する地域ケア

会議の実施：各 66包括にお

いて月１回以上 

 

 

自立支援型ケアマネジメント

検討会議：758回 

【課題等と対応策】 

専門多職種の助言や支援を踏まえ、自立支援・重度化防止の考え方について、高齢者本

人やその家族、高齢者支援を行う関係者に理解が進むよう取り組んでいく。 
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③地域における見守り施策の推進（孤立化防止を含めた取組み） 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

地域福祉活動の推進役である

地域福祉コーディネーターな

どとの連携を密にし、地域に

おける見守りネットワークの

さらなる強化に取組む。 

孤立死リスクの高い世帯等を

より効果的に支援につなげる

ため、ＣＳＷによる対応及び

体制を強化する。 

・CSWの配置  

・地域への要援護者名簿の提供  

・孤立世帯等への専門的対応 

・CSW の配置：24区合計 98 名 

・地域への要援護者名簿提供 

：市内全 334地域 

・孤立世帯等への専門的対応 

相談対応：376,320回 

ケース会議：4,852回 

【課題等と対応策】 

担い手の育成や、活動内容の周知といった、地域での見守り活動を支援するとともに、支援

を必要とする対象者へ積極的にアプローチを行う等、各区・各地域におけるそれぞれの実情に

応じて、工夫を凝らしながら取組みを進めている。 

 

④複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

各区の好事例を共有する研修

会を開催するなど、相談支援

機関・地域・行政が一体となっ

た総合的な相談支援体制の整

備をめざし、取組みを進める。 

・相談受付件数 

・総合的な支援調整の場 

（つながる場）開催件数  

・スーパーバイザー派遣件数 

・研修会等開催件数 

・相談受付件数：349件 

・総合的な支援調整の場 

(つながる場)開催件数：145 件  

・スーパーバイザー派遣数 

：104件 

・研修会等開催件数：29件 

【課題等と対応策】 

令和元年度より「総合的な相談支援体制の充実事業」を全区において実施しており、各区の

実情に応じた取組みを着実に進めているが、支援困難事例等の継続ケースの増加等の課題が

ある。市全域において事業の水準を高めていくために、今後も研修会の開催や好事例の共有の

ほか、「総合的な相談支援体制の充実に向けた行動指標」を活用していく。 

 

⑤権利擁護施策の推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

養護者虐待の主な発生要因

は、「養護者の介護疲れ・介護

ストレス」であることから、

地域包括支援センター等にお

いて、介護家族の相談や支援

に努めるとともに、介護教室

や認知症の家族会の活動等を

紹介するなど、養護者の介護

負担やストレスの軽減を図る

取組みを行う。 

地域包括支援センターの養護

者の介護負担軽減にかかる取

組み推進 

在宅介護に関する情報交換・

意見交換を行う講演会・研修

会・交流会等の実施 

参加者数： 7,748人 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き家族介護者の介護負担の軽減、介護離職の防止及び心身のリフレッ

シュ等を図るため、講演会・研修会等の取組みを進めていく。 
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具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

養介護施設従事者等に対して

は、集団指導や実地指導、監

査などの機会を通して、高齢

者虐待防止に関する啓発や研

修等に取り組む。 

また、施設等における身体拘

束についても、高齢者虐待と

して、養介護施設従事者の資

質の向上や意識改革等に取り

組む。 

虐待防止等に関する研修参加

事業所数： 

2022(令和４)年度6,931か

所 

 

虐待防止等に関する研修参加

事業所数：5,969か所 

【課題等と対応策】 

集団指導において、今後も虐待防止等に関する研修を実施し、介護事業所での虐待防

止に取り組む。 

 

（２）認知症施策の推進 

①普及啓発・本人発信支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

地域で認知症の人やその家族
を手助けする認知症サポー
ターの養成講座を拡大する。 
認知症サポーター養成講座の
講師役であるキャラバン・メ
イト養成研修を実施する。 

認知症サポーター、キャラバ

ンメイトの養成 

・認知症サポーター養成数：

8,344人 

・キャラバン・メイト養成数：

49人 

【課題等と対応策】 

引き続き、認知症の人との地域での関わりが多いことが想定される職域の従業員等やこど

もや学生も含め、認知症サポーターの養成を進めていく。 

 

②予防 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

早期に認知症の鑑別診断が行
われ、速やかに適切な医療・
介護等が受けられる初期の対
応体制を構築し、認知症の人
とその家族などの支援を包括
的・集中的に行い、認知症の
人の自立生活をサポートする
ため、認知症初期集中支援
チームの活動を推進する。
(※) 

・医療・介護等の支援につな 

がった割合：90％以上／年 

・支援終了時における在宅生 

活率：80％以上／年 

・医療・介護等の支援につな

がった割合：95.6％ 

・支援終了時における在宅生

活率：88.0％ 

 

【課題等と対応策】 

認知症初期集中支援推進事業については、継続的に支援を行うことができており、引き

続きチーム員への研修の実施等によりスキルの維持向上を図っていく。 

また、認知症の早期発見・早期対応につなげるため、チームの認知度向上に取り組む。 
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③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

かかりつけ医・歯科医師・薬

剤師の認知症対応力向上のた

めの研修や、かかりつけ医の

認知症診断等に関する相談役

等の役割を担う認知症サポー

ト医の養成、病院勤務の医療

従事者に対する認知症対応力

向上研修、看護職員に対する

認知症対応力向上研修を一層

推進する。 

医療従事者等の認知症対応力

の向上 

・かかりつけ医認知症対応力
向上研修修了者：167人 

・歯科医師認知症対応力向上
研修修了者：57人 

・薬剤師認知症対応力向上研
修修了者：49人 

・認知症サポート医養成研修
修了者：20人 

・病院勤務の医療従事者向け
認知症対応力向上研修修了
者：574人 

・看護職員認知症対応力向上
研修修了者：75人 

・病院勤務以外の看護師等認
知症対応力向上研修修了
者：259人 

【課題等と対応策】 

引き続き医療従事者への認知症対応力向上研修を実施します。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

良質な介護を担うことができ

る人材を質・量ともに確保し

ていくため、認知症介護基礎

研修、認知症介護実践者研

修、認知症介護実践リーダー

研修及び認知症介護指導者養

成研修を実施する。 

介護従事者の認知症対応力の

向上 

・認知症介護基礎研修修了

者：393人 

・認知症介護実践者研修修了

者：174人 

・認知症介護実践リーダー研

修修了者：11人 

・認知症介護指導者養成研修

修了者：0人 

【課題等と対応策】 

前年度と比べ、認知症介護実践者研修は修了者数が増加したものの、他の研修では、コロナ

の影響による研修中止等により修了者数が減少しているが、良質な介護を担うことのできる

人材を育成していくため引き続き介護従事者向けの認知症対応力向上研修を実施する。 

 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

認知症の人やその家族への支

援を行う「ちーむオレンジサ

ポーター」の仕組みを構築し、

認知症の人にやさしい取組み

を行うオレンジパートナー企

業の登録を増やす。(※) 

「ちーむオレンジサポー

ター」数：2023（令和５）年

度末までに 300チーム 

令和 4年度末現在「ちーむオ

レンジサポーター」数：

152チーム 

【課題等と対応策】 

引き続き、「ちーむオレンジサポーター」の立上げを支援する認知症地域支援コーディ

ネーターの活動を充実させるため、区役所等関係機関と連携し、既存の通いの場やサロン

等への広報啓発及びステップアップ研修の受講案内を行う。 

また、認知症アプリ・ナビ等を活用した「ちーむオレンジサポーター」の情報共有の仕

組みを構築する。 
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具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

若年性認知症の人が、適切な

支援を受けられるよう、関係

者等の理解を深める取組みを

含めた、若年性認知症につい

ての普及啓発を行う。 

地域における若年性認知症支

援力の強化 

・企業関係者等を対象にした

若年性認知症啓発セミナー

を開催 

・認知症地域支援推進員を各

区へ配置 

・各区認知症地域支援推進員

の後方支援や研修などを行

う専門職を配置 

【課題等と対応策】 

今後も引き続き若年性認知症についての普及啓発等に取り組む。また、支援者に対する

研修等により支援力の強化を図っていく。 

 

⑤大阪市立弘済院における専門的医療・介護の提供 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

・「もの忘れ外来」で認知症専

門診療に取組み、診断後に適

切な支援に切れ目なくつなげ

る機能を充実させる。 

情報発信と人材育成のため、

専門職や市民向け研修の開催

や講師派遣、実習生の受け入

れを行う。 

・困難症例への対応やケアモ

デルの構築に努め、大阪公立

大学と連携し、診断・治療法

の確立などに取組む。 

・弘済院で培った認知症の専

門的医療・介護機能を発展的

に継承する新たな拠点を整備

する。 

・関係機関と連携し、「もの忘

れ外来」での認知症の早期

診断、早期治療に寄与し、

家庭、地域への復帰を促進

する。 

・専門職、市民向け研修や講

座の開催や講師派遣を通じ

情報発信に取組む。 

・困難症例への対応やケアモ

デルの構築に努め、大阪公

立大学と連携し、診断・治

療法の確立などに取組む。

また、臨床研修医等の実習

生の受入や研修実施に努

め、人材育成に取組む。 

令和３～４年度実績 

・もの忘れ外来初診患者数：

1,122人 

・専門職向け研修開催回数：

２回 

講師派遣回数：68回 
・認知症医療、介護に携わる多

職種により前頭側頭葉変性

症ケアにかかる研究会で事

例検討を定期的に実施。 

・大阪公立大学と連携し研究

に取組み、成果は学会や学

術誌に発表。 

 

【課題等と対応策】 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響のため、外来では患者の受診控えのほか診

断後支援の取組みの一部中止や変更、研修では集合型研修の中止等様々な影響を受けた。感

染症法上の位置づけ変更を受けて、基本的な感染対策の上で実施可能な手法を検討し各種

取組みを推進する。 

・新たな拠点整備については、弘済院における認知症の専門的医療・介護機能をとりまとめる

とともに、発展的継承に向けて関係機関との協議を進める。 
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（３）介護予防・健康づくりの充実・推進 

①介護予防・重度化防止の推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

「百歳体操」等の介護予防に効
果のある住民主体の体操・運動
等の通いの場を、身近な場所で
開催できるよう、おもりやＤＶ
Ｄなどの物品の貸し出し等を
実施するとともに、リハビリ
テーション専門職の派遣によ
る活動の場の立ち上げや継続
のための支援を実施する。(※) 

2022 （令和４）年度末 
17,800人 
 
2025( 令 和 ７ ) 年 度 末 
20,000人 

百歳体操参加者数：15,789
人 

【課題等と対応策】 
新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に位置付けられたことを契機とした市

民の意識の変化を捉え、さらなる支援が必要である。 
関係機関と連携・協力のもと、百歳体操の活動内容や効果等、各区の情報を共有し、新

型コロナウイルス感染症に留意した通いの場での活動の再開、継続を支援するとともに、
新たな参加やグループの立ち上げを促す。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

社会参加や地域貢献活動を通
じた介護予防活動を推進する
ため、介護予防ポイント事業
に参加する高齢者の一層の増
加をめざした取組みを推進す
る。(※) 

介護予防ポイント事業活動者
数：   
2022 （令和４）年度末
1,871名 
 

介護予防ポイント事業活動者
数：256人   

【課題等と対応策】 
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、福祉施設等において、本事業の

活動者の受け入れが大幅に減り、活動実績としては目標を下回っている。 
新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に位置付けられたことを契機とした、活

動登録者や受け入れ施設の意識の変化を捉え、受入再開に向け、直近の活動者募集情報を
集約し、活動登録者へ周知することで、活動につなげていく。 

 

②健康づくりの推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 
健康寿命に影響を与える循環
器疾患やがん、骨粗しょう症
などの生活習慣病の予防に向
けた取組みを関係機関と連携
しながら進める。 
 

・地域健康講座（壮年) 
・食生活習慣改善指導事業 
・訪問指導事業 
・健康診査事業 
（特定健診・大阪市健康診査・
各がん検診・骨粗しょう症
検診・歯周病検診） 

・重症化予防対象者への受診
勧奨・保健指導     

・健康相談等 

・保健師、栄養士等による地
域に出向く健康講座の開催 

・栄養士による食生活習慣改
善指導事業の実施 

・保健師等による訪問指導事
業の実施 

・生活習慣病重症化予防とし
て、対象者へ医療機関への
受診勧奨・保健指導の実施 

・その他健康相談等の実施 
・区独自に地域診断に基づく
地域の特色を反映させた
リーフレットやポスターを
作成 

・大阪市域全体を対象に健康
づくり啓発ポスターを作成 
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【課題等と対応策】 
地域健康講座では、引き続き、地域の保健衛生統計等の健康情報をわかりやすく示した区独

自の啓発媒体を作成及び使用して普及啓発を図り、訪問指導事業では対象者の把握に努める。 
生活習慣病重症化予防では、高血圧・高血糖・腎機能の低下を認めた者を早期に医療につな

げるために、未受診者に対する効果的な受診勧奨や生活習慣改善のための保健指導に努める。 

 

③保健事業と介護予防の一体的な実施 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

ＫＤＢシステム等を活用し、
医療・介護・健診等のデータ
をもとに、地域の健康課題や
対象者の把握を行い、医療専
門職がフレイルや循環器病を
含む生活習慣病の重症化予防
等を行うための訪問による個
別支援（ハイリスクアプロー
チ）や、普及啓発（ポピュレー
ションアプローチ）等を行う。 

・後期高齢者医療訪問歯科健
診やハイリスク高齢者家庭訪
問事業をきっかけとしたフレ
イル状態等の重症化予防 
・通いの場等でフレイル予防
等高齢者の健康課題に関する
普及啓発をきっかけにフレイ
ル状態等を改善 
 
 

・ＫＤＢシステムを活用した
課題整理や事業企画等のた
め、ワーキング会議（6回）、
連絡会議（3回）を実施 

・後期高齢者医療訪問歯科健
診の実施 
健診受診者数：63人、保健

指導実施者数：6人 
〔うち口腔指導結果：行動
変容ができた者（ 2 人
/33%）〕 

・ハイリスク高齢者家庭訪問
事業の実施 
実施者人数：1,502人 

・普及啓発等の実施 
 実施箇所数：1,268箇所 
 実施者数：47,521人 

【課題等と対応策】 
後期高齢者医療訪問歯科健診については、引き続き個別勧奨と関係機関への周知を並行し、

より受診者数増加を目指す。ハイリスク高齢者家庭訪問事業や普及啓発事業は中長期的な評
価等を行いより効果的な事業展開に努める。 

 

④高齢者の社会参加と生きがいづくり 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

「老人福祉センター」におい

て、高齢者の生活に関わる各

種相談をはじめ、教養講座の

開催、レクリエーションの機

会の提供や老人クラブ活動へ

の援助を行うことで、地域に

おける高齢者の生きがいづく

り・社会参加を促進する。 

老人福祉センターの取組（各

種相談、健康の増進、教養講

座の開催等）の促進 

・高齢者の生活に関わる各種

相談の実施 

・高齢者に対する健康増進事

業の実施 

・教養講座の開催 

・レクリエーションの機会の

提供 

【課題等と対応策】 

老人福祉センターの運営にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策として徹底した対

策を実施するとともに、各区の地域活動の指針に沿いながら各種活動を実施した。 
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⑤ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

新たなボランティアの担い手

を発掘するため、気軽にボラ

ンティア活動に参加できる仕

組みづくりのほか、企業や大

学などと連携したボランティ

ア活動の需給調整等を行うこ

とにより、福祉ボランティア

活動の拡大を図る。 

ボランティア活動への参加を

促進 

・大阪市社協のボランティ

ア・市民活動センターを中

心に各区社協のボランティ

ア・市民活動センターにお

いてボランティア養成講

座、受給調整等の実施 

・企業等の社会貢献活動への

相談対応及び支援の実施 

・ボランティア活動をした

い、ボランティアの応援が

欲しい等の相談に対して、

個別でのマッチングの実施 

・福祉ボランティアコーディ

ネーション事業相談件数： 

536件 

【課題等と対応策】 

・引き続き市民活動団体の活動上の課題に対するサポートや各相談窓口の特色を活かしたボ

ランティアの受給調整等を行うことにより市民活動団体等の活性化及び推進を図る。 

・福祉ボランティアコーディネーション事業を通して、ボランティア活動を希望するあらゆる

人が活動に参加できるよう支援を引き続き実施していく必要がある。 

 

（４）地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実 

①介護予防・生活支援サービス事業の充実 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

介護の担い手のすそ野を広げ

る取組みとして実施する「生

活援助型訪問サービス」につ

いては、指定事業所において、

資格要件等の基準を緩和した

サービス従事者によるサービ

ス提供体制が適切に確保でき

るよう、大阪市が実施する研

修修了者と指定事業所の効果

的なマッチング手法等につい

て検討する。 

生活援助型訪問サービス提供

体制確保に向けた取組みの実

施及びマッチング手法等の検

討 

研修の開催：全 24回 

受講者：83名(内 64名修了) 

【課題等と対応策】 

令和３年度より、受講者数は増加したものの、修了者数は減少している。研修受講者及び修

了者の増加が課題であるため、幅広く周知を図っていく。 

修了者と指定事業所の効果的なマッチング手法について、引き続き検討（総合就職サポート事

業と連携）していく。 
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②生活支援体制の基盤整備の推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

地域の実情に応じたよりきめ

細かな支援を行うため、協議

体等の会議を通じた関係機関

との情報共有や地域ケア会議

等への積極的な参画・連携に

より、生活支援・介護予防サー

ビスの充実に取り組む。(※) 

地域ごとに異なる個別課題や

地域課題の解決に向けた地域

ケア会議等へ参画 

地域ケア会議への参画：559

回 

【課題等と対応策】 

第１層に加え第２層コーディネーターを配置し、引き続き、ボランティアやＮＰＯ、

民間企業、社会福祉法人等の多様な主体と連携し、協議体やワーキングの開催等を通じ

て、多様なサービスの創出・拡充に取り組む。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

生活支援コーディネーターが

把握した既存の地域資源では

対応が困難なニーズがあった

場合に、協議体を通じて、不

足する地域資源の開発を行

う。(※) 

生活支援コーディネーターや

協議体の活動を通じた地域資

源の開発。 

地域資源の開発実績 

新規・拡充：240件 

継続支援：198件 

【課題等と対応策】 

高齢者の社会参加を通じた生活支援サービスの充実がますます求められるため、新たな

地域資源の創出につながるよう、引き続き多様な活動主体を巻き込んだ協議体などのネッ

トワークづくりを推進する。 

 

③介護給付費等対象サービスの充実 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

高齢者の日常生活全般を毎日

複数回の柔軟なサービス提供

により支えることが可能な

「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」、「小規模多機能型

居宅介護及び看護小規模多機

能型居宅介護」等について、

要介護者、地域の住民やサー

ビス事業者等を含めた地域全

体の理解を図る。 

地域全体の理解促進にかかる

取組み 

「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」、「小規模多機能型

居宅介護及び複合型サービ

ス」等について、『介護保険制

度パンフレット（ハートペー

ジ）』及び本市ホームページに

おいて制度の周知を実施 

【課題等と対応策】 

引き続き要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業者等を含めた地域全体の理解を図

る。 
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④介護サービスの質の向上と確保 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 
サービス付き高齢者向け住宅
や有料老人ホーム等の入居者
に対してケアプランを作成す
る事業所などへ直接訪問し、
ケアプランが「利用者の自由
な選択を阻害していないか」、
「真に必要なサービスが適切
に位置づけられているか」を
介護支援専門員の同席のもと
確認検証し、「気づき」を促す
とともに「自立支援に資する
ケアマネジメント」の実践に
向けた取組みを支援する。
(※) 

ケアプランチェック（居宅
サービス計画）訪問事業所数： 
2022(令和４)年度 175か
所 
 

ケアプランチェック（居宅
サービス計画）訪問事業所数： 
146か所 

【課題等と対応策】 

ケアプランに位置付けられたサービス事業所に偏りがある居宅介護支援事業所を抽出

し、訪問する事業所の選定基準を見直すなど、介護支援専門員が利用者の自由な意思を

尊重し、自立支援に向けたケアマネジメントを実践できるよう支援していく。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 
国民健康保険団体連合会から
保険者に対して提供される介
護給付情報と医療給付情報の
突合結果をもとに、給付状況
等を確認したうえで、疑義が
ある内容について、各事業者
へ照会を行い、重複請求等請
求の誤りが判明した場合は、
返還を求める。(※) 

介護給付と医療給付との支払
実績突合点検件数（医療情報
との突合）： 
2022(令和４)年度 5,761
件 
 

介護給付と医療給付との支払
実績突合点検件数（医療情報
との突合）：5761件 

【課題等と対応策】 

引き続き、給付状況等を確認し、各事業者へ照会を行い、請求等が適正に行われるよ
う点検を行う。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

高齢者向け賃貸住宅に介護
サービスの必要な人を住まわ
せ、過剰または不適切な介護
サービスを行うケースに対応
するために、一つの住所にお
いて多くの利用者に介護保険
のサービスを提供している訪
問介護事業者や居宅介護支援
事業者の状況を国民健康保険
団体連合会のデータ等を活用
して把握し、重点的な指導を
行う。(※) 

一つの住所で 10 人以上の利

用者に介護保険サービスを提

供している訪問介護又は居宅

介護支援事業者への実地指導

数： 

2022(令和４)年度 76 か

所 

 

一つの住所で 10 人以上の利

用者に介護保険サービスを提

供している訪問介護又は居宅

介護支援事業者への実地指導

数：45か所  

【課題等と対応策】 

新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、令和４年５月までについては実地指導を

中止し、令和４年６月より再開したため、目標を達成できなかった。 
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具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

介護サービス事業所に対する

実地指導の一部委託化を推進

し、実地指導の実施率の向上

を図ると共に、市職員が虐待

や不正請求等の重要案件に一

層、重点的に取り組む。(※) 

実地指導実施率：16.6％以上 実地指導実施率：14.01% 

【課題等と対応策】 

より効率的な指導に努め、引き続き、指定の更新期間である６年に１度の指導を行う

ことを目標に取り組む。また、苦情・通報、虐待事案も増加しており、迅速な対応を図

ることにより、虐待や不適切ケアを改善させ、不正に対して厳正に対処していく。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が作成するケアプラ

ンが、利用者の自立を促すと

ともにニーズに沿っているか

を点検指導し、問題点や課題

を抽出、検証のうえ、結果を

介護支援専門員へ周知するこ

とで、意識改善・資質向上を

図る。(※) 

ケアマネスキルアップ事業 

参加事業所数：  

2022(令和４)年度 391か

所 

 

ケアマネスキルアップ事業 

参加事業所数：385か所 

【課題等と対応策】 

引き続き、介護支援専門員の資質向上を目指す。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

公平・公正な要介護（要支援）

認定を行うためには、適正な

認定調査や審査判定を行う必

要があることから、認定調査

員等に対する研修を行うとと

もに、必要に応じ保健師の同

行や手話通訳者等を派遣する

ことにより的確な審査判定資

料を作成し、全国一律の基準

により審査・判定を行う。(※) 

認定調査員等研修開催数： 

2022(令和 4)年度 13回 

 

保健師の同行・手話通訳者等

の派遣：必要に応じて実施 

・認定調査員等研修：15回 

  新規研修（Web）：14回 

  現任研修（Web）：1回 

・保健師同行訪問：104件 

・手話通訳者派遣事業：122

件 

・外国語通訳：42件 

【課題等と対応策】 

認定調査結果や審査判定結果を区毎に分析し、審査会事務局や認定調査員へフィード

バックしている。 

今後も審査会運営における課題や対応策を検討するとともに、認定調査員や審査会委

員、区事務局に対し研修等を実施し審査判定の適正化を図る。 

なお、研修については、オンラインで可能なものは引き続き Web研修を検討していく。 
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⑤介護人材の確保及び資質の向上 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

大阪市社会福祉研修・情報セ

ンターにおける研修の実施な

ど、介護サービス事業等の従

事者の資質向上に取り組む。 

また、福祉教材を活用した福

祉教育の推進など、福祉に関

する理解促進やイメージアッ

プを図る。(※) 

・介護サービス事業者等の従

事者向け研修の実施 

・福祉教材を活用した福祉教

育の推進 

・介護サービス事業等の従事 
者の資質向上の観点から、
福祉専門職のスキルアップ
のための研修等を実施 
研修受講者満足度評価： 
5段階で 4.4 

・小学生用福祉教材や教員の 
指導用副教材を作成・配付 

・福祉教材を活用した小学校
教員が「児童の福祉へのな
じみや理解が深まった」と
回答した割合：97.4％ 

【課題等と対応策】 
・研修受講者満足度評価等の目標が達成できるように、受講者に対して満足度に関する
アンケートを実施し、効果検証を行いながら、受講者に満足してもらえる研修を行って
いく。 
・小学校教員に対して福祉教材の活用に関するアンケートを実施して効果検証を行いな
がら、引き続き、総合的な学習の時間等における福祉教材の活用を促し、福祉について
学ぶ機会を設けていく。 

 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

集団指導等において介護職員

処遇改善加算及び介護職員等

特定処遇改善加算の取得勧奨

を行うなど取得促進に引き続

き取り組む。(※) 

処遇改善加算取得事業所数： 
2022(令和４)年度  4,057
か所 
特定処遇改善加算取得事業所
数： 
2022(令和４)年度2,639か
所 
 

・処遇改善加算取得事業所
数：4,099か所 

・特定処遇改善加算取得事業  
所数：3,093か所 

【課題等と対応策】 
引続き集団指導やホームページにおいて介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処

遇改善加算の取得勧奨を行うなど取得促進に取り組む。 

 

⑥在宅支援のための福祉サービスの充実 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

高齢者や要介護高齢者を介護
する家族が、福祉サービスを
適時・適切に利用できるよう、
関係機関との連携のもと制度
周知に努めるとともに、高齢
者の多様な生活支援ニーズに
応じた福祉サービスについて
引き続き検討を行う。 

在宅支援のための福祉サービ

スの制度周知及び検討 

・日常生活用具給付事業で

は、火災警報器の設置時に

消防局と連携するなど、火

災の未然防止に努めた。 

・緊急通報システム事業で

は、従来の固定型機器にお

ける課題を解決し、確実な

緊急通報体制を維持しつつ

利用者の利便性の向上を図

るため、携帯型機器を導入。 

【課題等と対応策】 

家庭内での火災の未然防止、急病や災害時等の緊急対応及び要介護高齢者を介護する家族

の負担軽減などにも配慮しながら、高齢者の多様な生活支援ニーズに応じた福祉サービスの

充実に向けて、引続き、取組みを進める。 
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（５）高齢者の多様な住まい方の支援 

①多様な住まい方の支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

市民が多様な住まい方を選択

することができるよう、大阪

市立住まい情報センターにお

いて、関係団体と連携し、高

齢者などに対する住宅相談も

含めた住まいに関する様々な

情報提供サービスを実施す

る。 

高齢者の住まいに関する情報

の提供及び普及啓発の実施 

・住宅相談対応：約 7,900件 

・情報提供：約 26,400件 

・セミナー・シンポジウムの

開催 

開催数：計 46回 

参加者：約 2,300人 

【課題等と対応策】 
住まい情報センターにおいては、住宅に関する様々な情報提供ができており、引き続き、多

様化・高度化する市民ニーズに対応した住宅相談・情報提供の実施やセミナー・シンポジウム
の開催に取り組む。 

 

②居住の安定に向けた支援 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

住宅確保要配慮者の入居を拒
まない賃貸住宅の登録制度に
取り組むとともに、大阪府等
と連携しながら、高齢者等の
入居を受け入れる民間賃貸住
宅やその仲介を行う不動産事
業者、居住支援を行う団体等
の情報提供を行うなど、高齢
者の民間賃貸住宅への入居を
支援する。 

高齢者をはじめとする住宅確
保要配慮者への入居支援 

・セーフティネット住宅登録
戸数：6,843戸（累計） 

・あんしん・あんぜん賃貸住
宅登録戸数：5,074戸（累
計） 

・サービス付き高齢者向け住
宅登録戸数：8,632戸（累
計） 

【課題等と対応策】 
高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録が順調に進んで

いる。引き続き、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録の促進に取り組む。 

 

③施設・居住系サービスの推進 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 
特別養護老人ホームの整備に
ついては、個室・ユニット型
で整備を推奨していく。また、
既存施設の個室・ユニット化
改修等についても府の基金事
業等を活用して支援する。一
方で、高齢者のニーズや低所
得者の利用料負担への配慮を
勘案し、プライバシーに配慮
した多床室での整備も可能と
している。 

整備目標数（年度末定員数）： 
2022( 令 和 ４ ) 年 度 
14,700 
 

令和 4年度末現在整備済数：
167 施設（うち地域密着型
17施設） 
定員：14,511人（うち地域
密着型施設 436人） 
 
なお、入所の必要性や緊急性
の高い方が概ね１年以内に入
所可能となっている。 

【課題等と対応策】 
特別養護老人ホームの入所申込者の中には、その身体状況等から他の施設が適している人

や、ニーズに合った在宅サービスが提供されれば、引き続き住み慣れた地域で生活ができる人

がいることから、それぞれのニーズに合ったサービス提供に努めながら、必要な施設整備を進

める。 
建設されてから相当の期間を経過し、老朽化が進んでいる施設もあることから、運営法人と

協議の上、建替補助を実施している。 
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④住まいに対する指導体制の確保 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

有料老人ホーム及びサービス

付き高齢者向け住宅について

は、適切な管理・運営が行わ

れるよう、老人福祉法及び高

齢者の居住の安定確保に関す

る法律等に基づき、定期的な

立入調査等の指導に引き続き

取り組む。 

実地指導件数等 令和５年３月末現在の届出・

登録数に対する実地指導件数 

・有料老人ホーム：416届

出に対し、122件 

・サービス付き高齢者向け住

宅：192登録に対し、53件 

【課題等と対応策】 
・届出及び登録件数に対し、３年に１度の運営指導件数の８割以上を達成することができて

おり、引き続き効率的な運営指導に努める。 
・苦情・通報、虐待事案への迅速な対応を図ることにより、引き続き虐待や不適切ケアを改

善させ、不正に対して厳正に対処していく。 

 

⑤災害・感染症発生時の体制整備 

具体的な取組み 目標（事業内容、指標等） 実施内容（令和 4年度） 

自然災害などの災害対策にお
いて、介護施設等は利用者の
安全を確保するため非常災害
対策計画の作成及び避難訓練
の実施等が義務付けられて
る。非常災害対策計画の策定
にあたっては、未策定及び不
十分な内容とならないように
集団指導や運営指導を通じ、
指導・助言に取り組む。 

介護保険施設等における非常
災害対策計画の策定状況確認 

業務継続計画策定における経
過措置期間が令和６年３月
31日で終了するため、指定時
研修の場で策定を促すととも
に、集団指導においても、特
に注意喚起を行った。 
 さらに、運営指導の際にも
早急に策定するよう指導を
行った。 

【課題等と対応策】 
引き続き、指定時研修の場で策定を促すとともに、集団指導においても、特に注意喚起を行っ
ていく。また、経過期間措置終了後は、運営指導の際に文書指摘し、早急な策定を促す。 
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第３章 高齢者実態調査等 

１ 調査概要 

今後の高齢者施策の効果的・効率的な展開を図ることを目的として、2022（令和４）年度

に「高齢者実態調査」「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施しました。調査結果報告

書については大阪市ホームページ等を参照ください。 

 

（１）高齢者実態調査 

① 本人調査 

調 査 対 象 市内に居住する 65 歳以上の高齢者から無作為抽出した 20,400 人 

調 査 方 法 郵送 調 査 期 間 ９月９日～９月 30 日 

調査項目数 32 問（前回 57 問） 有効回答数 12,794 件（62.7％） 

調 査 概 要 
世帯・住まいの状況、健康状態・健康に対する意識・日常生活の状況、就労・地域

生活支援、将来の介護や援護に対する考え、高齢者施策全般  等 

② 介護支援専門員調査 

調 査 対 象 市内の居宅介護支援事業所等に勤務するすべての介護支援専門員 4,423 人 

調 査 方 法 郵送、インターネット 調 査 期 間 ９月 22 日～10 月 14 日 

調査項目数 50 問（前回 52 問） 有効回答数 2,860 件（64.7％） 

調 査 概 要 
担当している利用者の状況、サービス内容と課題、支援困難な利用者への対応状況、

高齢者虐待の状況、居宅介護支援事業全般について、ヤングケアラーに関すること  等 

③ 介護保険サービス利用者調査 

調 査 対 象 
市内に居住する要支援・要介護認定者で、2022(令和４)年４月１日時点で介護

サービスを利用している人から無作為抽出した 6,400 人 

調 査 方 法 郵送 調 査 期 間 ９月９日～９月 30 日 

調査項目数 37 問（前回 14 問） 有効回答数 3,038 件（47.5％） 

調 査 概 要 

世帯の状況・介護の状況、要介護認定、介護保険サービスの利用状況と利用に対する考

え、外出の状況、介護予防・重度化防止の取組み、健康状態、新型コロナウイルス感染

症対策、かかりつけ医・歯科医・薬剤師、地域活動、認知症、高齢者向けサービス情報・

生活の満足度 等 
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④ 介護保険サービス未利用者調査 

調 査 対 象 
市内に居住する要支援・要介護認定者で、2022(令和４)年４月１日時点で介護サー

ビスを利用していない人から無作為抽出した 9,300 人 

調 査 方 法 郵送 調 査 期 間 ９月９日～９月 30 日 

調査項目数 34 問（前回 17 問） 有効回答数 3,383 件（36.4％） 

調 査 概 要 

世帯の状況・介護の状況、要介護認定、介護保険サービスの利用状況と利用に対する考

え、外出の状況、介護予防・重度化防止の取組み、健康状態、新型コロナウイルス感染

症対策、かかりつけ医・歯科医・薬剤師、地域活動、認知症、高齢者向けサービス情

報・生活の満足度 等 

⑤ 介護者調査 

調 査 対 象 
介護保険サービス利用者・未利用者調査の対象者を介護している人(介護サービス事

業者を除く) 

調 査 方 法 郵送 調 査 期 間 ９月９日～９月 30 日 

調査項目数 利用者調査の介護者20問（前回22問）、未利用者調査の介護者21問（前回24

問） 

有効回答数 利用者調査 1,310 件、未利用者調査 1,797 件 

調 査 概 要 介護者の基本属性、介護の状況、介護上の問題、介護離職に関する問題  等 

⑥ 施設調査 

調 査 対 象 市内にある介護保健施設及び福祉施設（1,121 施設） 

調 査 方 法 郵送、インターネット 調 査 期 間 ９月 22 日～10 月 14 日 

調査項目数 22 問（前回 21 問） 有効回答数 749 件（66.8％） 

調 査 概 要 利用者の属性、施設の運営状況、サービスの質向上にあたっての取組み状況  等 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
  

 
調 査 対 象 

2019(令和元)年10月１日現在で、市内在住、要介護認定を受けていない 
65歳以上の高齢者から無作為抽出した52,800人 

調 査 方 法 郵送配布・郵送回収 

調 査 期 間 11月８日～11月25日 

有 効 回 答 数 

＜圏域有効別回答数＞ 
北区  

528件[66.0%] 
天王寺区 

556件[69.5%] 
生野区 

573件[71.6%] 
阿倍野区 

580件[72.5%] 
東住吉北 

586件[73.3%] 

北区大淀 
583件[72.9%] 

浪速区 
510件[63.8%] 

東生野 
527件[65.9%] 

阿倍野区北部 
572件[71.5%] 

平野区 
553件[69.1%] 

都島区 
560件[70.0%] 

西淀川区 
561件[70.1%] 

鶴橋 
530件[66.3%] 

阿倍野区中部 
580件[72.5%] 

加美 
540件[67.5%] 

都島区北部 
568件[71.0%] 

西淀川区南西部 
547件[68.4%] 

巽 
537件[67.1%] 

住之江区 
536件[67.0%] 

長吉 
549件[68.6%] 

福島区 
584件[73.0%] 

淀川区 
574件[71.8%] 

旭区 
566件[70.8%] 

さきしま 
564件[70.5%] 

瓜破 
564件[70.5%] 

此花区 
561件[70.1%] 

淀川区東部 
562件[70.3%] 

旭区西部 
560件[70.0%] 

安立・敷津浦 
566件[70.8%] 

喜連 
565件[70.6%] 

此花区南西部 
535件[66.9%] 

淀川区西部 
570件[71.3%] 

旭区東部 
592件[74.0%] 

加賀屋・粉浜 
582件[72.8%] 

西成区 
511件[63.9%] 

中央区 
539件[67.4%] 

淀川区南部 
575件[71.9%] 

城東区 
575件[71.9%] 

住吉区 
556件[69.5%] 

玉出 
542件[67.8%] 

中央区北部 
567件[70.9%] 

東淀川区 
563件[70.4%] 

城東・放出 
580件[72.5%] 

住吉区北 
583件[72.9%] 

西成区北西部 
497件[62.1%] 

西区 
571件[71.4%] 

東淀川区北部 
579件[72.4%] 

城陽 
577件[72.1%] 

住吉区東 
555件[69.4%] 

西成区東部 
491件[61.4%] 

港区 
548件[68.5%] 

東淀川区南西部 
552件[69.0%] 

菫・鯰江東 
547件[68.4%] 

住吉区西 
590件[73.8%] 

不明 
89件 

港区南部 
552件[69.0%] 

東淀川区中部 
570件[71.3%] 

鶴見区 
566件[70.8%] 

東住吉区 
594件[74.3%] 

 

大正区 
536件[67.0%] 

東成区南部 
531件[66.4%] 

鶴見区西部 
582件[72.8%] 

矢田 
534件[66.8%] 

 

大正区北部 
558件[69.8%] 

東成区北部 
544件[68.0%] 

鶴見区南部 
585件[73.1%] 

中野 
568件[71.0%] 

 

合計： 有効回答数 36,928件［69.9%］ 
 

調 査 概 要 

回答者の属性、家族や生活状況、からだを動かすこと、食べること、毎日の
生活、地域での活動、介護予防、たすけあい、健康、認知症にかかる相談窓
口の把握、介護サービス利用前後の健康状態、高齢者向けのお知らせ等情報
の入手先 等 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本的な考え方・基本方針 

（１）施策推進の基本的な考え方 

 

● 今後のさらなる高齢化社会の進展を見据えて、高齢者も他の世代と共に社会を支

えていくという考え方を基本として、高齢者の保健福祉をはじめとする諸施策の

充実と介護保険事業の円滑な運営を図ることにより、高齢者一人一人が住み慣れ

た地域で自立した生活を安心して営み、長寿化した人生を健康でいきいきと豊か

に尊厳をもって暮らすことのできる社会の実現をめざします。 

● このため、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的

に確保される「地域包括ケアシステム」を深化・推進します。 

● 将来の介護現場を支える人材の確保は、大阪市においても重要な課題であり、介

護人材確保・定着・育成などにつながる取組みを推進します。 

● 高齢者の自立支援とともに、要介護状態の重度化防止を図りつつ、介護保険制度

の持続を確保し、サービスを必要とする人に必要なサービスを提供できる取組み

を推進します 

 

大阪市では、総人口が減少する一方で、65歳以上人口は、2020(令和２)年からほ

ぼ横ばいで推移した後、2025(令和７)年以降増加に転じ、高齢化が急速に進展するこ

とが見込まれています。とりわけ85歳以上人口は、2035(令和17)年ごろまで急激に

増加し続ける推計となっており、医療と介護ニーズを併せ持つ高齢者、重度の要介護認

定者、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者などの増加が見込まれています。 

今後のさらなる高齢化社会においては、高齢者が可能な限り健康な状態を維持し、介

護や支援が必要な状態にならないようにするために、社会とのかかわりを持ち続けるこ

とが重要です。高齢者は支えられる側という画一的な視点ではなく、長年培った知識や

経験などを活かして、他の世代とともに地域を支えていくという視点に立ち、高齢者が

地域活動に参加しやすい環境を整えることや、就労を希望する高齢者にその意欲と能力

に応じた就労機会を提供するなどの取り組みが重要であると考えています。  

また、認知症高齢者が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けることができるよ

う、認知症施策を推進し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力

ある社会の実現を目指します。 
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さらに、高齢者が医療や介護を要する状態になった場合でも、可能な限り住み慣れた

地域で尊厳を保ち、能力に応じて自立した日常生活を送ることができるよう、「在宅医

療・介護連携地推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、「地域ケ

ア会議推進事業」などに取り組み、「地域包括ケアシステム」を深化・推進します。 

今後、高齢者人口が増加し、生産年齢人口が減少していくと見込まれるなか、将来的

な介護人材の確保などが、大阪市のおいても重要な課題となっており、介護職員が働き

やすい職場環境づくりやモチベーション向上につながる取組みなどを通じて、介護人材

の確保・定着・育成につなげていく必要があります。 

 

 

 

地域包括ケアシステムの姿 
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（２）高齢者施策推進の基本方針 

本計画では、これらの考え方をもとに、次の四点を基本方針とします。  

１ 健康でいきいきとした豊かな生活の実現 

健康でいきいきとした豊かな生活を実現するため、高齢者が年齢にとらわれること

なく自由に主体的に活動し、自立した生活を送ることができるよう、健康づくり支

援、生きがいづくり支援や社会参加支援の充実に努めます。 

 

２ 個々人の意思を尊重した生活の実現 

個々人の意思を尊重した生活を実現するため、生活環境や心身の状況等に応じて、

できる限り住み慣れた地域での生活を続けることができるよう、また、高齢者本人の

意思に基づき、自立した生活を送ることができるよう、真に支援が必要な高齢者に対

して、適切にサービスが提供されるよう取り組みます。 

 

３ 安全で快適な生活環境の実現 

安全で快適な生活環境を実現するため、高齢者が社会の一員として住み慣れた地域

で自立した日常生活や社会生活を営めるよう、住まいづくりや防災体制の充実ととも

に、「ひとにやさしいまちづくり」の推進に努めます。 

 

４ 利用者本位のサービス提供の実現 

利用者本位のサービス提供を実現するため、高齢者自らの選択に基づき、安心して

サービスを利用できるよう、情報提供、総合相談、サービスへつなぐ支援や権利擁護

に努めます。 
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（３）大阪市の高齢者施策の体系 

本計画においては、大阪市の高齢者施策の基本方針に基づき、地域包括ケアシステ

ムの推進に向けた次の５つの重点的課題に向けた取組みを推進します。  

 【基本方針】 【重点的な課題と取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者の地域包括ケアシステ

ムの推進体制の充実 健康でいきいきとした 

豊かな生活の実現 

地域包括ケアシステムの 

深化・推進に向けた 

サービスの充実 

利用者本位の 

サービス提供の実現 
高齢者の多様な住まい方の支

援 

個々人の意思を 

尊重した生活の実現 

安全で快適な 

生活環境の実現 

認知症施策の推進 

介護予防・健康づくりの 

充実・推進 
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重点的な課題に向けた取組みの体系 

重点的な課題と取組み 個別の施策 

高齢者の地域包括ケア

システムの推進体制の

充実 

 在宅医療・介護連携の推進 

 地域包括支援センターの機能強化 

 地域における見守り施策の推進 

（孤立化防止を含めた取組み） 

 複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 

 ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 

 権利擁護施策の推進 

認知症施策の推進 

 普及啓発・本人発信支援 

 予防 

 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への 

支援・社会参加支援 

 大阪市立弘済院における専門的医療・介護機能の提供 

介護予防・健康づくりの

充実・推進 

 介護予防・重度化防止の推進 

 保健事業と介護予防の一体的な実施 

 健康づくりの推進 

 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援 

地域包括ケアシステム

の深化・推進に向けた

サービスの充実 

 介護予防・生活支援サービス事業の充実 

 生活支援体制の基盤整備の推進 

 介護給付費等対象サービスの充実 

 介護保険サービスの質の向上と確保 

 介護人材の確保及び育成 

 在宅支援のための福祉サービスの充実 

 情報が届きにくい高齢者等への情報発信 

高齢者の多様な住まい

方の支援 

 多様な住まい方の支援 

 居住の安定に向けた支援 

 施設・居住系サービスの推進 

 住まいに対する指導体制の確保 

 防災・感染症予防・防犯の体制整備 

高齢者施策を総合的に推進するため、「重点的な課題と取組み」を含め、高齢者に関

わる保健福祉施策及び介護保険事業、並びにそれ以外の高齢者に係る各施策について、

具体的な施策を推進します。  
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２ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の基本的な考え方 

日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で継続して生活できるよう、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設

の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいい、介護保険事業計画

において設定することとなっています。（介護保険法第117条第２項第１号） 

この日常生活圏域は地域包括ケアシステムの基礎となる区域であり、国においては

概ね30分以内に必要なサービスが提供される範囲としています。また、地域包括支援

センターの設置区域との整合性にも配慮するものとされています。 

 

（２）大阪市における日常生活圏域の設定 

政令指定都市である大阪市の場合においては、各種サービスにおける提供の基本と

なる単位は行政区であることを踏まえ、第３期から第６期介護保険事業計画まで日常

生活圏域を行政区単位（24圏域）としてきました。 

しかしながら、介護保険事業における日常生活圏域として捉えた場合、今後、地域

包括ケアシステムの推進にあたって、高齢者のニーズに基づく地域の課題を解決する

には行政区単位では広範囲にわたることから、第７期介護保険事業計画において日常

生活圏域をよりきめ細かなニーズ把握とそれに対応する高齢者支援のネットワークを

構築できるよう、高齢者人口（概ね１万人に１か所）や地域性を考慮した担当圏域と

して設置される地域包括支援センター（66か所）が担当する圏域とする見直しを行い

ました。 

 

地域包括ケアシステムの推進を円滑に進めていくためには、地域の実情に応じた取

組みを進めていくことが必要不可欠であり、その中で、地域包括支援センターは地域

包括ケアの中核的な役割を担うことが求められています。 

今後、高齢者人口等の状況も踏まえながら、それぞれの地域包括支援センターが担

当する圏域（日常生活圏域（令和５年度現在：66圏域））を適切に設定し、高齢者の身

近な課題に対して取組みを進めていくこととし、在宅医療・介護連携の推進や認知症

の人への支援等の行政区単位の事業については、地域包括支援センターとのより一層

の連携を図りながら、高齢者施策を推進していきます。 
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大阪市における日常生活圏域（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月末時点 

 (東淀川区 ) 

(東淀川区  
中部) 

(淀川区) 

 (東淀川区  
南西部) 

(淀川区  
東部) 

(淀川区西部) 

(淀川区南部 ) 

(西淀川区) 

(西淀川区南西部 ) 

(北区大淀) 

 (都島区  
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(旭区  
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(此花区南西部 ) 

(中央区) 
(西区) 

(港区) (東成区南部 ) 

(東生野) (鶴橋) 
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(さきしま) 

(東淀川区  
北部) 
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